
北九州広域都市計画地区計画の変更（北九州市決定） 

都市計画上吉田六丁目地区地区計画を次のように変更する。 

名 称 上吉田六丁目地区地区計画 

位 置 北九州市小倉南区上吉田六丁目地内 

面 積 約０．８ha 

地区計画の目標 

当地区は、本市の都心小倉駅前市街地の南東約７．５キロメートルに位置し、地区

の西側は山門池に隣接した、閑静な住宅適地である。 

また、地区の北西約３００メートルを通る都市計画道路３・２・４４－６号５号線は、国

道１０号バイパスと接続しており交通至便な地区である。 

このことから、本地区計画は、敷地の細分化を防止するとともに建築行為を適切に

誘導し、低層戸建住宅地としての良好な居住環境の形成・保全を目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全

の
方
針

土地利用の

方針 
恵まれた自然環境を生かした、良好な低層戸建住宅地としての土地利用を図る。 

地区施設の

整備の方針 

既存道路との接続を考慮した区画道路を機能的に配置することにより、交通の利

便性を確保する。 

建築物等の

整備の方針 

低層戸建住宅地としての良好な居住環境を形成するため建築物の用途を制限す

る他、必要な規制・誘導を図る。 
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建築物等の

用途の制限 

 次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物以外は建築してはならない。 

(1) 建築基準法別表第二（い）項に掲げる建築物 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

１６０㎡ 

建築物等の

高さの最高

限度 

１０ｍ 

壁面の位置

の制限 

道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度

は、１．０ｍとする。ただし、当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部

分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３．０ｍ以下であること。 

(2) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下であるこ

と。 

「区域は計画図表示のとおり」 

理 由 

都市計画区域の変更に伴い、「北九州都市計画」を「北九州広域都市計画」に、「都市計画道路３・２・６号５

号線」を「都市計画道路３・２・４４－６号５号線」に変更するものである。 

当初 ： 平成元年３月２０日告示 第８６号  変更（最終） ： 平成２９年１月２４日告示 第２９－２号 




